
私設消火栓の使用に関する要綱 

 

制  定 昭和42年２月15日局長決  

最近改正 令和６年３月29日営業企画担当課長決  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例（昭和33年大阪市条例第19号以下「条例」

という。）第20条に規定する私設消火栓の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は次の各号のとおりとする。 

⑴ 私設消火栓 条例第４条第３号に定めるもの 

⑵ 防火水槽等 消防法（昭和23年法律第186号）第21条の規定により大阪市消防局が

指定する消防水利のうち、私設消火栓を除くもの。 

（適用範囲） 

第３条 この要綱の適用範囲は、次の各号に掲げる場合に限る。 

 ⑴ 消防機関又は消防機関以外の者が消火のために使用したもの 

 ⑵ 消防機関が公共のための演習に使用したもの 

 ⑶ 消防機関以外の者が公共のための演習以外の演習に使用したもの 

 ⑷ 消防機関が消火又は公共のための演習のために防火水槽等を使用する、又は使用し

た場合の補給のために使用したもの 

２ 前項の公共のための演習とは、消防機関自体が行う訓練又は消防機関の計画実施する

自衛消防隊との合同訓練で、所轄消防署長が使用の申請を行うものをいう。 

（届出） 

第４条 消防機関又は消防機関以外の者は、消火のために私設消火栓を使用するときは、

使用の都度、当該地域を管轄する水道センター（以下「管轄水道センター」という。）

に通報し、使用後は、私設消火栓使用報告書（様式１）を同センターに提出しなければ

ならない。なお、消防機関以外の者が、消火のために私設消火栓を使用したときは、同

報告書に消防署の証明書を添付して、同センターに提出しなければならない。 

２ 消防機関は、公共のための演習のために私設消火栓を使用するときは、事前に私設消

火栓使用申請書（様式１）を、使用後に私設消火栓使用報告書を管轄水道センターに提

出しなければならない。 

３ 消防機関は、消火又は公共のための演習のために防火水槽等を使用し、又は使用した

場合の補給のために私設消火栓を使用するときは、事前に私設消火栓使用申請書（様式

１）を、使用後に私設消火栓使用報告書（様式１）を管轄水道センターに提出しなけれ

ばならない。 

４ 消防機関以外の者は、公共のための演習以外の演習に私設消火栓を使用するときは、

事前に私設消火栓使用申請書（様式１）を、使用後に私設消火栓使用報告書（様式１）



を管轄水道センターに提出しなければならない。 

（料金の負担） 

第５条 前条各項の私設消火栓の使用に関する負担は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 前条第１項から第３項までに規定する場合  

当該各項に掲げる報告に基づき北部方面営業担当課長又は南部方面営業担当課長が

水量を認定し、その料金を免除する。なお、当該私設消火栓がメーターを通過してい

るときは、前条に掲げる報告に基づく使用水量を次回点検の使用水量から差し引くこ

ととする。 

 ⑵ 前条第４項に規定する場合  

条例第26条第３項に基づく料金を使用者が負担する。なお、当該私設消火栓がメー

ターを通過しているときは、前条第４項に掲げる報告に基づき北部方面営業担当課長

又は南部方面営業担当課長が認定した使用水量を次回点検の使用水量から差し引くこ

ととする。 

（違反処分） 

第６条 消火以外の目的で大阪市水道局長に届出をせずに私設消火栓を使用したときは、

条例第40条に基づき処分する。この場合、前条第２号のなお書きは適用しない。 

 

附 則 

この規程は、平成23年４月15日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成24年５月７日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成28年５月２日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和５年３月23日から施行する。 

   附 則 

 この改正規定は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１ 

 

 

住所

使用者 

氏名

 次のとおり私設消火栓の使用を（ 申請 ・ 報告 ）します。

使 用 理 由

使用（予定）日時

消 火 栓 所 在 地

所 有 者 名

上水 工水

基 基

上水 工水

㎥ ㎥

営特3-361

        区         丁目     番     号

私設消火栓使用（ 申請 ・ 報告 ）書

年   ⽉   ⽇ 

（提出先）⼤阪市⽔道局⻑

ア 火災   イ 公共のための演習   ウ その他の演習

年   ⽉   ⽇   時   分 〜   時   分

消 火 栓 使 用 基 数

使用（予定）水量

適 要


